
◇ 多田の里短期入所生活介護 （ ショートステイ ） ◇ （令和4年10月1日より）

※各種加算は、人員配置やご本人の状況によって変動することがあります。

～1週間利用した場合の利用料金例（6泊７日計算、送迎含む・療養食加算除く）～

1割負担・第3段階② 15,317円 16,189円

300円 第2段階 600円 第3段階① 1,000円 第3段階②

減額対象者の上限額(1日) 第1段階 0円 第2段階 370円 第3段階① 370円 第3段階②

1割負担・減免なし 20,775円 21,327円 21,905円 22,458円 23,004円

1割負担・第3段階①

※飯塚市の短期入所生活介護サービスでは1単位に10.17円を乗じた額の1割又は2割又は3割がご利用者負担となります。
　 当施設では、下記サービス費用の内、○は全ての方を対象、△は要件を満たす方のみを対象として算定しております。

介護サービス単位（1日あたり） 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

874
サービス提供体制強化加算Ⅲ ○ 6 6 6 6 6
基本額 ○ 596 665 737 806

12
看護体制加算Ⅰ ○ 4 4 4 4 4
個別機能訓練加算 ○ 12 12 12 12

13
療養食加算（1食8単位で計算されます） △ 24 24 24 24 24
夜勤職員配置加算Ⅰ ○ 13 13 13 13

184
介護職員処遇改善加算Ⅰ ○ 1ヶ月総利用単位数×8.3％
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ ○ 1ヶ月総利用単位数×2.7％

送迎加算（片道） △ 184 184 184 184

基本額 ○ 446 555
サービス提供体制強化加算Ⅲ ○ 6 6

　　　　　　ま た は または

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ ○ 1ヶ月総利用単位数×2.3％

介護予防サービス単位（1日あたり） 要支援１ 要支援２

介護職員等ベースアップ支援加算 ○ 1ヶ月総利用単位数×1.6％

送迎加算（片道） △ 184 184
介護職員処遇改善加算Ⅰ ○ 1ヶ月総利用単位数×8.3％

個別機能訓練加算 ○ 12 12
療養食加算（1食8単位で計算されます） △ 24 24

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ ○ 1ヶ月総利用単位数×2.3％

※食費・居住費はご本人の収入や所得に応じて、次の通り負担上限額が設定されています。

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ ○ 1ヶ月総利用単位数×2.7％
　　　　　　ま た は または

介護職員等ベースアップ支援加算 ○ 1ヶ月総利用単位数×1.6％

1,300円

多床室居住費(1日) 855円

95円 夕食 523円 計 1,445円食費内訳(1日) 朝食 282円 昼食 545円 おやつ

減額対象者の上限額(1日) 第1段階

370円

※介護保険給付サービスの2・3割負担者…市民税課税世帯であり、一定以上の収入・所得がある方

利用料金 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1割負担・第2段階 12,270円 12,822円 13,400円 13,953円 14,499円
1割負担・第1段階 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円

14,992円 15,544円 16,122円 16,675円 17,221円
1割負担・第3段階② 16,655円 17,207円 17,785円 18,338円 18,884円

3割負担 31,734円 33,391円 35,124円 36,784円 38,422円
2割負担 26,254円 27,359円 28,514円 29,621円 30,713円

1割負担・第2段階 10,932円 11,804円
1割負担・第3段階① 13,654円 14,526円

利用料金 要支援1 要支援2
1割負担・第1段階 2,100円 2,100円

3割負担 27,719円 30,337円

1割負担・減免なし 19,437円 20,309円
2割負担 23,578円 25,323円


